
 

                森林整備センター収穫調査（測樹）業務標準仕様書 

 

第１編 総 則 

（適用） 

第１条 この標準仕様書は、森林整備センターの収穫調査（測樹）業務（以下「調査業務」

という。）を実施する場合の調査業務の請負契約書（以下「契約書」という。）及び設

計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を

定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 

２ 設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項

は、契約の履行を拘束するものとする。 

３ 特記仕様書、図面又は標準仕様書の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと

図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は、その正誤について監督職員に確認しな

ければならない。 

 

（用語の定義） 

第２条 標準仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

（１）「発注者」とは、森林整備センターをいう。 

（２）「受注者」とは、調査業務の実施に関し、発注者と契約を締結した個人若しくは会社

その他の法人をいう。 

（３）「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に  

対し確認、承諾又は協議の職務等を行う者をいう。 

（４）「検査職員」とは、調査等業務の完了の検査に当たって、契約約款の規定に基づき検

査を行う者をいう。 

（５）「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約約

款の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 

（６）「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 

（７）「設計図書」とは、仕様書及び図面をいう。 

（８）「仕様書」とは、標準仕様書及び特記仕様書（これらにおいて明記されている適用す

べき諸基準を含む。）を総称していう。 

（９）「標準仕様書」とは、調査業務に共通する技術上必要な事項等を定めている図書を  

いう。 

（10）「特記仕様書」とは、当該調査業務の実施に関する明細又は、特別な事項を定める図

書をいう。 

（11）「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面(電子化された図面を含む。以

下同じ。)及び、発注者が変更又は追加した図面並びに、図面のもとになる計算書等をい

う。 

（12）「要請」とは、監督職員が受注者に対し、調査業務の遂行上必要な事項について書面

をもって示し、実施させることをいう。 

（13）「請求」とは、発注者若しくは受注者が契約内容の履行又は変更に関して、相手方に

書面をもって行為又は同意を求めることをいう。 



 

（14）「通知」とは、発注者若しくは監督職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しく

は監督職員に対し、調査業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 

（15）「報告」とは、受注者が監督職員に対し、調査業務の遂行に関わる事項について書面

をもって知らせることをいう。 

（16）「申し出」とは、受注者が契約内容の履行又は変更に関して、監督職員に対して書面

をもって同意を求めることをいう。 

（17）「承諾」とは、受注者が発注者若しくは監督職員に対し、書面で申し出た調査業務の

遂行上必要な事項について、発注者若しくは監督職員が書面により業務上の行為に同意

することをいう。 

（18）「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 

（19）「回答」とは、質問に対して、書面をもって答えることをいう。 

（20）「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立

場で合議することをいう。 

（21）「提出」とは、受注者が監督職員に対し、調査業務に関わる書面又はその他の資料を

説明し、差し出すことをいう。 

（22）「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は押印

したものを有効とする。緊急を要する場合は電子メール等により伝達できるものとする

が、後日有効な書面と差し替えるものとする。 

（23）「成果品」とは、受注者が契約図書に基づき履行した調査業務の成果を記録した図  

書、図面及び関連する資料をいう。 

（24）「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が調査業務の完了を確認することをい  

う。 

（25）「打合せ」とは、調査業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督職  

員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 

（26）「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発  

見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 

（27）「使用人等」とは、現場作業員及び事務員その他これに準じる者をいう。 

 

（調査業務に関する一般事項） 

第３条 調査業務の実施は、仕様書によるものとし、これら以外のものによる場合は、事

前に監督職員の承諾を受けるものとする。 

 

（調査業務の着手） 

第４条 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に調査業

務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者等が調査業務の

実施のため監督職員と打合せを行うことをいう。 

 

（設計図書の支給及び点検） 

第５条 受注者からの要求があった場合で、監督職員が必要と認めた場合は、受注者に図

面の原図を貸与する。ただし、参考図書等市販されているものについては、受注者の負



 

担において備えるものとする。 

２ 受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義がある場合には、監督職員に書面によ

り質問し、その回答に基づき実施しなければならない。 

３ 監督職員は、必要と認めた場合には、受注者に対し、図面若しくは詳細図面等を無償

で貸与又は追加支給するものとする。 

 

（受注者の義務） 

第６条 受注者は、契約の履行に当たって調査業務の意図及び目的を十分に理解し、高度

な技術を発揮するよう努めなければならない。 

 

（管理技術者） 

第７条 受注者は、次に掲げる（１）から（３）のいずれかに該当する者を調査業務にお

ける管理技術者と定め、発注者に通知しなければならない。 

（１）技術士法（昭和 58 年法律第 25 号）第 33 条に規定する技術士登録簿に登録されてい

る者（森林部門に限る。） 

（２）一般社団法人日本森林技術協会の定める林業技士登録者名簿に登録されている者 

（３）森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 187 条第 3 項の規定による林業普及指導員資

格試験に合格した者 

２ 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理及び統括等を行わなければ

ならない。 

３ 管理技術者に委任できる権限は契約約款に規定した事項とする。なお、受注者が、管

理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって通知しない限り、管

理技術者は受注者の一切の権限（契約約款第 10 条第２項の規定により行使できないと

された権限を除く）を有するものとされ、発注者及び監督職員は管理技術者を受注者と

して通知、協議、打合せなどを行うものとする。 

４ 管理技術者は、監督職員から関連のある調査業務の受注者へ協力依頼があった場合

は、その受注者と十分に協議のうえ相互に協力し、調査業務を実施しなければならない。 

５ 受注者又は管理技術者は、屋外における調査業務に際して使用人等に適宜安全対策、

環境対策、衛生管理、受注者の行うべき地元関係者に対する対応等の指導及び教育を行

うとともに、調査業務が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。 

 

（調査業務計画書） 

第８条 受注者は、契約締結後 14 日以内に調査業務計画書を作成し、監督職員に提出し

なければならない。 

２ 受注者は、調査業務計画書の重要な内容を変更する場合には、理由を明確にしたうえ、

その都度監督職員に変更調査業務計画書を提出しなければならない。 

 

（打合せ） 

第９条 調査業務を適正かつ円滑に実施するため管理技術者等と監督職員は密接に連絡

をとり、調査業務の方針及び条件等の疑義がある場合には相互に解消するものとし、そ



 

の内容についてはその都度受注者が打合せ簿に記録し、相互に確認しなければならな

い。 

２ 管理技術者等と監督職員は、調査業務を適正かつ円滑に実施するため着手時及び設計

図書で定める業務の区切りにおいて、打合せを行うものとし、その結果について受注者

が打合せ簿に記録し相互に確認しなければならない。 

３ 管理技術者等は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合には、速やかに

監督職員と協議しなければならない。 

 

（貸与品等の貸与及び返還） 

第 10 条 監督職員は、設計図書で貸与すると定めた調査機械器具、図書及びその他関係

資料（以下「貸与品等」という。）を、受注者に貸与するものとする。 

２ 受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合には、ただちに監督職員に返還しなけれ

ばならない。 

３ 受注者は、貸与品等を丁寧に扱い、紛失又は損傷してはならない。万一、紛失又は損

傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復しなければならない。 

４ 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については、複写してはなら

ない。 

 

（現場管理） 

第 11 条 受注者は、関係法規を遵守し、常に適切な現場管理を行わなければならない。 

２ 受注者は、作業の安全を図るとともに第三者に迷惑を及ぼさないよう留意しなければ

ならない。 

 

（土地への立入り等） 

第 12 条 受注者は、屋外で行う調査等業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に

立入る場合には、監督職員及び関係者と十分な協調を保ち調査業務が円滑に進捗するよ

うに努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能と

なった場合には、ただちに監督職員に報告しなければならない。 

 

（地元関係者との交渉等） 

第 13 条 契約約款に定める地元関係者への説明及び交渉等は、原則として発注者又は監

督職員が行うものとし、受注者はこれに必要な協力を行わなければならない。また、こ

れらの交渉に当たり受注者は、地元関係者に誠意をもって接しなければならない。 

２ 受注者は、屋外で行う調査業務の実施に当たって、地元関係者からの質問、疑義に関

する説明等を求められた場合には、監督職員の承諾を得て行うものとし、地元関係者と

の間に紛争が生じないように努めなければならない。 

３ 受注者は、監督職員の要請により受注者が行うべき地元関係者への説明及び、交渉等

を行うにあたっては、交渉等の内容を書面で随時、監督職員に報告し、要請があればそ

れに従わなければならない。 

 



 

（提出書類） 

第 14 条 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督職員を

経て発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、調査業務契約に係る請求書、

請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及び

その他現場説明の際指定した書類は除くものとする。 

２ 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様

式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を示した場合は、これに従

うものとする。 

 

（成果品の提出） 

第 15 条 受注者は、調査業務が完了したときは、設計図書に示す成果品を完成報告書と

ともに提出し、検査を受けなければならない。 

２ 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督職員が要請した場合は、履行期間途

中においても、成果品の部分引渡しを行わなければならない。 

 

（検査） 

第 16 条 受注者は、契約約款の規定に基づき、完成報告書を発注者に提出する際には、

契約書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督職員に提出していなけれ

ばならない。 

２ 発注者は、調査業務の検査に先立って受注者に対して、検査日を通知又は連絡するも

のとする。この場合、受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、必

要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。この場合、検査に直接要する費

用は受注者の負担とする。 

３ 検査職員は、調査業務成果品の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行

うものとする。 

 

（修補） 

第 17 条 検査職員は、必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修

補を求めることができるものとする。 

２ 受注者は、検査職員が提示した期間内に修補を完了しなければならない。 

３ 検査職員が修補を求めた場合、受注者は改めて検査職員の修補の完了の確認を受けな

ければならない。 

 

（条件変更等） 

第 18 条 契約約款に規定する「予期することのできない特別な状態」とは、契約約款第

28 条第１項に規定する不可抗力による場合のほか、発注者と受注者が協議し当該規定

に適合すると判断した場合とする。 

２ 監督職員が受注者に対して契約約款の規定に基づく設計図書の変更又は訂正を求め

る場合は、当該事項等を記載した書面によるものとする。 

 



 

（契約変更） 

第 19 条 発注者は、次の各号に掲げる場合において、調査業務契約の変更を行うものと

する。 

（１）請負代金額に変更が生じる場合 

（２）履行期間の変更を行う場合 

（３）監督職員と受注者が協議し、調査業務施行上必要があると認められる場合 

（４）契約約款の規定に基づき、請負代金額の変更に代える設計図書の変更を行った場  

合 

２ 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を、次の各号に基づき作成するも

のとする。 

（１）前条第２項の規定に基づき、監督職員が受注者に求めた事項 

（２）調査業務の一時中止に伴う費用及び履行期間の変更等決定済の事項 

（３）その他発注者又は監督職員と受注者との協議で決定された事項 

 

（履行期間の変更） 

第 20 条 発注者は、調査業務を変更する場合は、履行期間変更協議の対象であるか否か

を合わせて、受注者に対して事前に通知しなければならない。 

２ 受注者は、契約約款の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履

行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発

注者に提出しなければならない。 

３ 契約約款に基づき発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、受注者は、速や

かに調査業務工程表を修正し提出しなければならない。 

 

（一時中止） 

第 21 条 発注者は、契約約款の規定により、次の各号に該当する場合には、受注者に書

面をもって通知し、必要と認める期間、調査業務の全部又は一部を一時中止することが

できるものとする。 

（１）第三者の土地への立入り許可が得られない場合 

（２）関連する他の調査業務の進捗が遅れたため、調査業務の続行を不適当と認めた場  

合 

（３）環境問題等の発生により調査業務の続行が不適当又は不可能となった場合 

（４）天災等により調査業務の対象箇所の状態が変動した場合 

（５）第三者及びその財産、請負者、使用人並びに監督職員の安全確保のため必要があると

認めた場合 

２ 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督職員の求めに応じないなど、監督職

員が必要と認めた場合には、調査業務の全部又は一部を一時中止することができるもの

とする。 

３ 受注者は、屋外で行う調査業務の現場の保全について、監督職員の求めに従わなけれ

ばならない。 

 



 

（発注者の賠償責任） 

第 22 条 発注者は、次の各号に該当する場合には、損害の賠償を行うものとする。 

（１）契約約款第 26 条に規定する一般的損害、契約約款第 27 条に規定する第三者に及ぼ

した損害について、発注者の責に帰すべきものとされた場合 

（２）発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合 

 

（受注者の賠償責任） 

第 23 条 受注者は、次の各号に該当する場合には、損害の賠償を行わなければならない。 

（１）契約約款第 26 条に規定する一般的損害、契約約款第 27 条に規定する第三者に及ぼ

した損害について、受注者の責に帰すべきものとされた場合 

（２）契約約款第 34 条に規定する契約不適合責任に係る損害が生じた場合 

（３）受注者の責により発注者に損害が生じた場合 

 

（再委託） 

第 24 条 契約約款第７条第１項に規定する「主たる部分」とは、総合的企画、業務遂行

管理、手法の決定及び技術的判断をいい、受注者は、これを再委託することはできない。 

２ 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計画処理、トレース、資料整理などの簡

易な業務の再委託に当たっては発注者の承諾を必要としない。 

３ 受注者は、前２項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なけ

ればならない。 

 

（成果品の使用等） 

第 25 条 受注者は、契約約款第 5 条第５項の規定に基づき、発注者の承諾を得て単独又

は他の者と共同で、成果品を公表することができる。 

２ 受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている設計方法等の使用

に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約約款第８条に基づき発注者に求め

る場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を得なければならない。 

 

（守秘義務） 

第 26 条 受注者は、契約約款の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に

漏らしてはならない。ただし、受注者が成果品の発表について、前条第１項の承諾を得

た場合はこの限りではない。 

 

（安全等の確保） 

第 27 条 受注者は、使用人等の雇用条件、賃金の支払い状況、作業環境等を十分に把握

し、適正な労働条件を確保しなければならない。 

２ 受注者は、屋外で行う調査業務に際しては、調査業務関係者にとどまらず、周辺住民、

通行者、通行車両など第三者の安全確保にも努めなければならない。 

３ 受注者は、特記仕様書に定めがある場合には、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、

河川管理者、労働基準監督署等の関係機関と緊密な連絡を取り、調査業務実施中の安全



 

を確保しなければならない。 

４ 受注者は、屋外で行う調査業務の実施に当たっては、事故等が発生しないよう安全の

確保に努め、使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めるとともに、労働安

全衛生法等関係法令に基づく措置を講じなければならない。 

５ 受注者は、屋外で行う調査業務の実施に当たり、災害予防のため、次の各号に掲げる

事項を厳守しなければならない。 

（１）伐採した立木等を処分する場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指

導に従い必要な措置を講じなければならない。 

（２）使用人等の喫煙、たき火等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止しな

ければならない。 

（３）ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止

する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。 

（４）爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関

係官公署の指導に従い、必要な措置を講じなければならない。 

６ 受注者は、屋外で行う調査業務の実施に当たっては、豪雨、豪雪、出水、地震、落雷

等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立するとと

もに、災害発生時においては、安全の確保に努めなければならない。 

７ 受注者は、屋外で行う調査業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に

報告するとともに、監督職員が提示する様式による事故報告書を速やかに提出し、監督

職員から要請がある場合にはそれに応じなければならない。 

 

 

第２編 収穫調査（測樹） 

 

(収穫調査（測樹）の概要） 

第 28 条 収穫調査（測樹）は、特記仕様書に定める調査箇所（現地において、発注者がテ

ープ等で明示した区域）について、測樹及び立木材積等の算定、販売用資料の作成を行う

ものとする。 

 

（貸与品等） 

第 29 条 収穫調査（測樹）にあたって、次の資料を発注者より貸与又は支給（以下、「貸

与等」という。）するものとする。なお、貸与等については、着手時の打合せにおいて引

き渡すものとする。 

（１）森林研究・整備機構森林整備センター分収造林地施業基本図（以下、「施業基本図」

という。） 

（２）森林基本図 

（３）位置図 

（４）標準地予定箇所又は樹高標準地予定箇所を図示した、施業基本図及び森林基本図 

 

 



 

(測樹に係る調査) 

第 30 条 測樹に係る調査は、次の各号により調査を行うものとする。 

（１）標準地調査 

 標準地調査は、以下の方法により実施する。 

 ① 標準地の設定 

  標準地の設定は、次の(ｱ)～(ｳ)により行い、標準地箇所を第２９条（２）の森林基本図

に記録する。 

  (ｱ) 標準地は、発注者が森林基本図に図示した標準地予定箇所の周辺において、標   

準と認められる箇所に、原則として尾根より沢にかけ帯状に設定する。併せて、現

地にて設定した標準地のおおむね中心位置の座標データを全地球測位システム（Ｇ

ＮＳＳ）により収集する。 

  (ｲ) 標準地の形状は、水平距離で幅 20 メートル長さ 50 メートルを基本とする。た

だし、この形状により難い場合は、受注者は監督職員と協議のうえ任意の形状を決

定するものとする。 

  (ｳ) 標準地の外周には杭を打ち、ビニールテープ等で囲み標示する。 

 ② 調査対象木 

    (ｱ) 調査対象木は、標準地内の全ての樹木のうち、胸高直径が４センチメートル（北    

海道にあっては、６センチメートル）以上の生立木とし、根元から倒れている木又

は幹材部分が折損している木は、生立木と見なさず調査対象木としない。 

     なお、樹幹（胸高部）のおおむね２分の１以上が標準地内にあるものは、調査対

象木とする。 

  (ｲ) 調査対象木は、目通り部にナンバーテープを付し、かつ、チョーク等で標示す    

る。 

 ③ 測樹 

    測樹は、次の(ｱ)～(ｴ)により行い、収穫調査野帳（仕様書様式第 1-1 号）に記録する。 

  (ｱ) 樹種区分については、調査対象木の全てについて、スギ、ヒノキ、アカマツ、    

クロマツ、カラマツ、トドマツ、アカエゾマツ、その他針葉樹及び広葉樹に区分    

することを基本とする。また、このほか、監督職員が特に必要と認めた樹種につ    

いて、区分を行うものとする。 

    (ｲ) 胸高直径の測定は、調査対象木の全てについて、次により行う。 

   ａ 輪尺を使用して測定する。ただし、測定に当たり、著しく断面が不整形な立    

木や大径木等輪尺により難い場合は、直径巻尺により測定する。 

      ｂ 測定の位置は、地上高 120 センチメートル（北海道にあっては、地上高 130 セ    

ンチメートルとする。）とする。 

      ｃ 測定の方向は、山側一方差しとする。ただし、傾斜が平（５度未満）にあっ    

ては、任意の方向一方差しとする。 

      ｄ 測定の位置に枝、節、こぶ、その他著しい凹凸部のある場合には、これを避    

け、その上下の最近等距離の２点において直径を測定し、その平均値を胸高直    

径とする。 

      ｅ 測定位置の下部において樹幹が分岐している場合には、各樹幹をそれぞれ独    



 

立の立木とみなして測定する。 

      ｆ 測定は、２センチメートル括約で行う。 

  (ｳ) 形質は、調査対象木の全てについて、次により区分する。 

      ａ Ａ：正常木 

      ｂ Ｂ：曲がり等の欠点はあるが一般用材としての採材が可能なもの。 

      ｃ Ｃ：曲がり、ねじれ、割れ等の欠点が著しく、一般用材としての採材が不能       

なもの。 

        なお、受注者は、監督職員から上記以外の区分の提示があった場合は、当該提   

示に基づき形質の区分を行う。 

    (ｴ) 樹高の測定は、次により測定する。 

   ａ 調査対象木のうち、標準地ごとに、樹種別、各胸高直径別にそれぞれ３本以    

上を抽出して測定する。ただし、当該直径階別の本数が３本に満たない場合は、    

現存本数を測定する。 

      ｂ 樹高は、山側地際より梢頭までの全長を測桿又はその他の測高器により測定    

する。 

         なお、測定の単位は、メートルとし、単位以下は四捨五入する。 

      ｃ 樹高の測定木は、目通り部にテープを巻いて標示する。 

 ④ 収穫調査写真 

  収穫調査写真は、調査の実行状況が分かるように、標準地ごと、標準地の四隅におい

て、標準地の外側から中心に向かって撮影し、撮影箇所を施業図に記録する。 

 ⑤ 測樹結果の取りまとめ 

    測樹の結果について、収穫調査野帳に基づき伐区ごと樹種ごと樹種区分ごとに収穫 

調査集計表（仕様書様式第 2 号）に取りまとめる。                   

    このとき、胸高直径別の樹高については、以下により決定するものとする。 

    なお、樹高の単位は、メートルとし、単位以下四捨五入する。 

    (ｱ) 同一伐区同一樹種で標準地が１箇所の場合 

       胸高直径別の平均樹高を求め、その値を用いた樹高曲線により決定する。 

    (ｲ) 同一伐区同一樹種で標準地が複数箇所ある場合       

   ａ 標準地ごとに胸高直径別の平均樹高を求める。 

      ｂ さらに、標準地ごとに求めた胸高直径別の平均樹高を合算のうえ、算術平均    

し、その値を用いた樹高曲線により決定する。 

 

（２）毎木調査 

 毎木調査は、以下の方法により実施する。 

 ① 樹高標準地の設定 

  樹高標準地の設定は、次の(ｱ)～(ｳ)により行い、樹高標準地箇所を第２９条（２）の

森林基本図に記録する。 

  (ｱ) 樹高標準地は、発注者が森林基本図に図示した樹高標準地予定箇所の周辺にお    

いて、標準と認められる箇所に、尾根より沢にかけ帯線状に設定する。併せて、現

地にて設定した樹高標準地の起点位置の座標データを全地球測位システム（ＧＮＳ



 

Ｓ）により収集する。 

  (ｲ) 樹高標準地の形状は、水平投射した際に帯線となることを基本とし、その水平    

面積は 0.10ha 以上とする。なお、受注者は、帯線の幅及び長さについて、監督職 

員と協議のうえ設定するものとする。 

  (ｳ) 樹高標準地は帯線状標準地の中心をビニールテープ等で標示するものとする。 

 ② 調査対象木 

  (ｱ) 調査対象木は、仕様書に定める調査箇所の全ての樹木のうち、胸高直径が４セ    

ンチメートル（北海道にあっては、６センチメートル）以上の生立木とし、根元か

ら倒れている木又は幹材部分が折損している木は、生立木と見なさず調査対象木と

しない。 

  (ｲ) 調査対象木は、目通り部にチョーク等で標示する。 

 ③ 測樹 

  測樹は、次の(ｱ)～(ｲ)により行い、収穫調査野帳（仕様書様式第 1-1 号、第 1-2 号） 

に記録する。 

  (ｱ) 樹種区分、胸高直径の測定及び形質区分は、調査対象木の全てについて、第３    

０条（１）③(ｱ)、(ｲ)及び(ｳ)に定める方法により行う。  

  (ｲ) 樹高の測定は、樹高標準地内の調査対象木について、第３０条（１）③の(ｴ)    

の方法により行う。 

     なお、樹高測定木については、目通り部にナンバーテープを付し、かつテープ    

を巻いて標示する。 

 ④ 収穫調査写真 

  収穫調査写真は、調査の実行状況が分かるように樹高標準地ごとに、標準地の起点 

から進行方向に向かって、起点付近及び中間点付近の２枚以上撮影するものとする。 

  また、樹高標準地を除く調査区域について、伐区ごと樹種ごとに斜面の上方に向か 

って３枚以上撮影し、撮影箇所を施業図に記録する。 

 ⑤ 測樹結果の取りまとめ 

  測樹結果は、収穫調査野帳に基づき、伐区ごと樹種ごと樹種区分ごとに収穫調査集 

計表（仕様書様式第 2 号）に取りまとめる。 

  このとき、胸高直径別の樹高については、以下により決定するものとする。 

  なお、樹高の単位は、メートルとし、単位以下四捨五入する。 

  (ｱ) 同一伐区同一樹種で樹高標準地が１箇所の場合 

    胸高直径別の平均樹高を求め、その値を用いた樹高曲線により決定する。 

  (ｲ) 同一伐区同一樹種で樹高標準地が複数箇所ある場合       

   ａ 樹高標準地ごとに胸高直径別の平均樹高を求める。 

   ｂ さらに、樹高標準地ごとに求めた胸高直径別の平均樹高を合算のうえ、算術    

平均し、その値を用いた樹高曲線により決定する。 

 

（３）立木材積等の算定 

  収穫調査集計表に基づき、収穫調査材積計算表（仕様書様式第 3 号）により伐区ごと

樹種ごとに立木材積、立木本数等を算定する 



 

 

（調査状況の確認等） 

第 31 条 受注者は、調査箇所内訳書の契約地毎に測樹に係る調査が終了する都度、次に

定める資料を監督職員に提出するものとする。 

                                                                              

 

  

 資料 納品の方法 提出部数 

(1) 標準地箇所を図示した森林基本図 紙 2 部 

(2) 収穫調査野帳（写） 紙 2 部 

 

２ 監督職員は、前項に定める測樹に係る調査の取りまとめが提出された場合には、契約

約款第９条第２項四に基づき、前条に定める標準地または樹高標準地の設定箇所や測樹

状況等の確認を行うものとする。なお、受注者はこれに協力しなければならない。 

 

（成果品等の作成） 

第 32 条 測樹に係る調査を踏まえ調査結果を取りまとめるものとする。 

 

成果品及び添付書類 提出方法 提出部数 

(1) 収穫調査集計表 電子データ（エクセル）及び紙 各２部 

（添付書類） 

・収穫調査野帳(写) 

・標準地箇所を図示した森林基本図 

・樹高曲線図   

 

紙 

紙 

紙 

 

２部 

２部 

２部 

(2) 収穫調査材積計算表   電子データ（エクセル）及び紙 各２部 

(3) 収穫調査写真 電子データ（ＪＰＥＧ）及び紙 各２部 

（添付書類） 

・収穫調査写真データ整理表 

・撮影位置を図示した森林基本図 

 

電子データ（エクセル）及び紙 

紙 

 

各２部 

２部 

(4) 収穫調査概要 電子データ（エクセル） １部 

                                                                               

 ※電子データは、CD-R 等の電子媒体に保存し提出する 

 

（１）収穫調査集計表 

  収穫調査集計表は、調査箇所番号毎に仕様書様式第 2 号により作成するものとし、収

穫調査野帳を基に取りまとめるものとする。 

 また、提出に当たっては、収穫調査野帳（写）、標準地箇所を図示した森林基本図及び

樹高曲線図を添付するものとする。 

 なお、収穫調査野帳は、標準地調査においては仕様書様式第 1-1 号、毎木調査において

は仕様書様式第 1-1 号及び様式第 1-2 号により作成するものとする。 



 

（２）収穫調査材積計算表 

  収穫調査材積計算表は、調査箇所番号毎に仕様書様式第 3 号により作成するものと

し、収穫調査集計表を基に取りまとめるものとする。 

 なお、単木材積については、林野庁計画課編「立木幹材積表」に基づき記載するものと

する。 

（３）収穫調査写真 

  収穫調査写真は、JPEG 形式で保存し、ファイル名は、撮影年度、調査箇所番号（林

班番号及び枝番（枝番無しは 00 とする。））、写真番号を組み合わせた名称（例：2020-

0123-00-04）で整理するものとする。 

 また、仕様書様式第 4 号にて、写真ごとに写真番号、林班番号、伐区、標準地番号及び

座標データ（座標データについては、各標準地内で全地球測位システム（ＧＮＳＳ）に

より取得する。）等を整理した「収穫調査写真データ整理表」を作成し添付するととも

に、第２９条（２）の森林基本図に撮影位置を図示して添付するものとする。 

（４）収穫調査概要 

収穫調査概要は、調査箇所番号毎に仕様書様式第 5 号により作成するものとし、収穫

調査（測樹）により取りまとめた収穫調査集計表及び収穫調査材積計算表に基づき、樹

種毎に算定することとし、以下の方法により取りまとめるものとする。 

 ① 所在地は、仕様書に定める調査箇所を用いて記載する。 

 ② 樹種は、収穫調査集計表に整理した樹種を記載する。 

 ③ 面積は、収穫調査材積計算表における面積を樹種毎に合計して記載する。なお、  

単位は小数点第 2 位止め、単位以下四捨五入とする。 

 ④ 本数は、収穫調査材積計算表における総本数を樹種毎に合計して記載する。なお、  

単位は整数止め、単位以下四捨五入とする。 

 ⑤ 本／ｈａは、上記③及び④を用いて、ヘクタール当たり本数を樹種毎に記載する。  

なお、単位は整数止め、単位以下四捨五入とする。 

  ⑥ 立木材積は、収穫調査材積計算表における総材積を樹種毎に合計して記載する。 

  なお、単位は小数点第 2 位止め、単位以下四捨五入とする。 

  ⑦ ㎥／ｈａは、上記③及び⑥を用いて、ヘクタール当たり材積を樹種毎に記載する。 

  なお、単位は小数点第 2 位止め、単位以下四捨五入とする。 

 ⑧ 胸高直径は、収穫調査材積計算表における樹種毎の胸高直径の最低値と最高値及び

平均値を記載する。なお、単位は整数止め、単位以下四捨五入とする。 

 ⑨ 樹高は、収穫調査材積計算表における樹種毎の樹高の最低値と最高値及び平均値  

を記載する。なお、単位は整数止め、単位以下四捨五入とする。 

  ⑩ 計欄は、面積及び本数、立木材積について合計を記載し、本／ｈａ及び㎥／ｈａ  

は、計欄の面積及び本数、立木材積を用いて記載する。なお、本／ｈａの単位は整数

止め、単位以下四捨五入とし、㎥／ｈａの単位は小数点第 2 位止め、単位以下四捨五

入とする。 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 


